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はじめに 

 

平成 23年に発生した東日本大震災の際に、大都市の交通結節点周辺において帰宅困難者等に

よる大きな混乱が発生したことから、大規模な地震の発生を想定した都市の安全確保策が必要

であることが指摘されたことを踏まえ、多数の滞留者が存在する都市再生緊急整備地域におい

ては、大規模な地震の発生に備え、官民の連携によるハード・ソフト両面にわたる都市の滞在

者等の安全を確保する必要があるとして、平成 24年に都市再生特別措置法が改正され、都市再

生安全確保計画制度が創設されました。 

本市では、平成 15年７月に広島駅周辺地区が、平成 30年 10月に紙屋町・八丁堀地区が都市

再生緊急整備地域に指定されていましたが、令和２年９月に両地区を「広島都心地域」に統合

した上で、新たに、その一部が特定都市再生緊急整備地域に指定されたことにより、今後、再

開発や建替えが進むことによるさらなる滞留者の増加が見込まれることから、滞留者の安全確

保の必要性が一層高まっています。また、その地域整備方針においては、大規模な地震などの

災害発生時の帰宅困難者や徒歩帰宅者の安全確保が位置付けられています。 

こうした中、本市ではこれまでに、平成 13年３月の芸予地震をはじめ、人的・物的被害をも

たらした地震が有史以来 10 数回記録されており、今後も、南海トラフ巨大地震や安芸灘～伊予

灘～豊後水道の海域を震源とする地震など、大きな被害をもたらすおそれのある地震の発生が

想定されています。 

これらを踏まえ、特に多くの滞留者が想定される広島駅を中心とした地区（広島駅周辺地区）

と、広島バスセンター、アストラムライン本通駅を中心とした地区（紙屋町・八丁堀地区）の

両地区において、新型コロナウイルス等の感染対策も考慮しながら、大規模地震が発生した場

合における滞留者の安全の確保を図るための検討を行い、広島都心地域の「都市再生安全確保

計画」を策定します。 
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用語の定義 

【行動】 

避難 大規模災害時に、身に迫った危険を避けるため、安全な場所に移動す

ること 

退避 大規模災害時に、安全が確認されるまでの間、一時的に安全な場所に

移動すること 

【ひと】 

滞留者 地区内の居住者を除く滞在者、来訪者 

滞在者 地区内に就業、通学の目的で滞在している人 

従業者 滞在者のうち、就業を目的とした人 

通学者 滞在者のうち、就学を目的とした人 

来訪者 地区内に買い物・観光等の目的で来ている人 

屋内待機可能者 滞在者のうち、通勤・通学先の建物の安全性が確保されており、建物内

で待機することが可能な人 

一時退避者 通勤・通学先の建物の安全性が確認できない滞在者及び来訪者 

帰宅可能者 一時退避者のうち、自宅までの距離が比較的近いなど、徒歩等による帰

宅が可能な人 

帰宅困難者 一時退避者のうち、自宅までの距離が遠く、徒歩による帰宅が困難な人 

 

 

 

 

 

 

【施設】 

指定緊急避難場所 広島市地域防災計画において指定されている、災害が発生し、又は発生

するおそれがある場合に、その危険から逃れるための施設又は場所 

指定避難所 広島市地域防災計画において指定されている、自宅の倒壊・焼失等に伴

い生活の場を失った被災者の臨時的な宿泊・滞在のための施設 

帰宅困難者 

一時滞在施設 

民間事業者の協力により、発災から原則 24 時間程度を基本として滞在

場所のない帰宅困難者を受け入れるための施設 

一時退避場所 大規模災害時に、いったん被災時に居た場所を離れ、その場所の安全が

確保されるまでの間、一時的に退避する安全な場所 

 

 

滞留者 

滞在者 

来訪者 

従業者 

通学者 

滞在者 

来訪者 

屋内待機可能者 

一時退避者 

帰宅困難者 

帰宅可能者 
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第１章 都市再生安全確保計画について 

 

１．計画策定の意義 

本市では、広島駅周辺地区と紙屋町・八丁堀地区を都心の東西の核と位置付け、都市機能の

集積・強化を図ることにより、相互に刺激し高め合う「楕円形の都心づくり」を進めています。 

広島駅周辺地区は、乗降客数が中四国地方で最も多いＪＲ広島駅を擁する広域交通結節点で

あり、また、紙屋町・八丁堀地区は、平和を象徴する世界遺産・原爆ドームに隣接し、平和記

念公園に連なる平和大通りや河岸緑地など、豊かな水と緑に囲まれる中四国最大の業務・商業

集積地であることから、多くの従業者や買い物、観光、出張などの来訪者が存在します。 

こうした中で、当該地区において大規模な地震等の災害が発生した場合、人的・建物被害に

加え、公共交通機関の停止により多くの帰宅困難者が発生することが想定されます。こうした、

発災時の混乱を抑制し、帰宅困難者を適切に保護・支援するため、行政機関や民間事業者等の

連携・協力による災害対策をとりまとめた「都市再生安全確保計画」（以下「本計画」という。）

を策定し、災害に強い、安全・安心な都市環境の形成を図るものです。 

 

２．計画の対象区域 

本計画は、特定都市再生緊急整備地域である「広島駅周辺地区」及び「紙屋町・八丁堀地区」

を中心とした、都市再生緊急整備地域（広島都心地域）全体を対象とします。 
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第２章 地区の現状と被害想定（計画策定時点） 

 

１．地区の現状 

(1)人口・交通の状況 

ア 人口・従業者数 

⚫ 対象区域は、その周辺に比べ居住者の人口密度が低い一方で、従業者の密度が高く、特

に紙屋町・八丁堀地区は従業者の人口密度が高いエリアとなっています。 

 

図 人口（平成 27 年） 

 

（資料）平成 27 年国勢調査 

 

図 従業者数（全産業）（平成 26 年） 

 

（資料）平成 26 年経済センサス  
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イ 滞留者数 

⚫ 対象区域※1の時間帯別滞留者数は日中に多く、12時台に広島駅周辺地区で約 5.81万人、

13時台に紙屋町・八丁堀地区で約 9.74万人とピークを迎えるなど、特に正午前後の滞

留者数が最も多くなっています。 

⚫ 滞留者に占める滞在者（従業者・通学者）の割合は、日中は広島駅周辺地区で約５割、

紙屋町・八丁堀地区で約６割ですが、16時台以降は減少し、来訪者の割合が増加してい

ます。 

 

図 時間帯別滞留者数 

 

 

（資料）KDDI・技研商事インターナショナル「KDDI Location Analyzer※2」、平成 27 年国勢調査 

 

※1 広島駅周辺地区は広島駅、紙屋町・八丁堀地区は紙屋町交差点から概ね半径１㎞の範囲 

※2 au スマートフォンユーザーのうち個別同意を得たユーザー（10 代以下を除く）を対象に、個

人を特定できない処理を行って集計及び推計を行っている。  
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ウ 軌道系交通利用者数 

⚫ 対象区域内には、１日約 15 万人が乗降する中国地方最大の旅客駅であるＪＲ広島駅の

他に、１日１万人以上が乗降する路面電車やアストラムラインの駅が複数立地していま

す。 

 

図 1 日の駅別乗降客数（令和元年度） 

 

（資料）国土数値情報 駅別乗降客数データ（令和元年度） 
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(2)建物の立地状況 

ア 建物用途 

⚫ 対象区域には中四国地方で最大の通行量を誇る商店街や大型商業施設等に加えて、企業

の本社・支社、官公庁施設等が集積しており、特に、紙屋町・八丁堀地区は中四国地方

最大の業務・商業集積地となっています。 

 

図 主な建物用途（敷地単位） 

 

図 主な建物用途割合（建物件数ベース） 

（資料）平成 26 年度広島市都心部実態調査  
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イ 建築時期 

⚫ 対象区域では、建築基準法における耐震基準が改正された昭和 56 年以前に建築された

建物が４割以上を占めており、耐震改修等が未実施の建物もあります。 

⚫ また、更新時期を迎える建物も多く、こうした古い建物は、災害時に倒壊等の被害が発

生するおそれもあります。 

 

図 平均建築年数（敷地単位） 

 

 

図 昭和 56 年以前に建築された建物割合 

 

（資料）平成 26 年度広島市都心部実態調査  
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(3)都市機能の状況 

ア 道路 

⚫ 対象区域の骨格を形成する幹線道路は概ね 30ｍ以上の幅員が確保されていますが、幅

員が８ｍ未満の道路も多く存在します。 

 

図 道路幅員 

 

（資料）平成 26 年度広島市都心部実態調査  
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イ 歩道等 

⚫ 幹線道路を中心に、主要な道路には歩道が整備されていますが、歩道のない道路も多く

存在します。 

 

図 歩道等の整備状況 

 

（資料）国土地理院基盤地図情報より歩道及び庭園路（都市公園内等を除く）を抽出 

※計画策定時  
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ウ 公園・広場等 

⚫ 中央公園広場、平和記念公園など、対象区域縁辺部にはまとまった面積の公園が整備さ

れていますが、広島駅などの交通結節点周辺には公園・広場等のオープンスペースが十

分に整備されていません。 

 

図 公園・広場等の分布 

 

（資料）広島市ほか 

※計画策定時 
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エ 医療機関 

⚫ 対象区域には診療所が多く分布していますが、そのうち病床のある診療所は少ない状況

です。 

⚫ 特に、広島駅周辺地区では病床のある医療機関が限定されており、災害時には診療所と

病院の連携が重要と考えられます。 

 

図 病院・診療所の分布 

 

（資料）国土数値情報 医療機関データ 

※計画策定時  



第 2章 地区の現状と被害想定 

 

14 

オ 大規模施設等 

⚫ 対象区域全体に多くの人が集まる大規模施設が広く分布しており、特に、商業施設は広

島駅・広島バスセンター周辺や相生通り沿道、ホテルは広島駅周辺や平和大通り沿道に

多く集積しています。 

⚫ こうした大規模施設周辺では、災害時に多くの帰宅困難者が発生するおそれがあります。 

 

図 商業施設・コンベンション施設・ホテルの分布 

 

※ 商業施設：店舗面積が 1,000 ㎡以上の小売店舗 

コンベンション施設：100 ㎡以上の会議施設を有する施設 

ホテル：客室数が 50 室以上の宿泊施設 

（資料）広島市立地適正化計画 

※計画策定時 

  








































































































































